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訪問介護・介護予防・日常生活支援総合事業第一号訪問事業重要事項説明書 

令和７年４月１日現在 
 

１．当施設のサービスについての相談窓口 

担 当 部 署 虹ヶ丘ホームヘルパーステーション 

担 当 者 平野 かおり 

連 絡 先 ０７７２－４３－２３８９ (午前８：３０～午後５：３０) 
 

２．事業所の概要 

事 業 所 名 虹ヶ丘ホームヘルパーステーション 

所 在 地 京都府与謝郡与謝野町字岩屋小字庄内６００番地３ 

連 絡 先 

 

ＴＥＬ ０７７２－４３－２３８９ 

ＦＡＸ ０７７２－４４－２０６０ 

施 設 長 氏 名 深田 晃章 

管 理 者 氏 名 白江 正利 

介護保険指定番号 京都府指定第７２００００２９号 

営 業 日 毎日 

営 業 時 間 午前６：００～午後１０：００ 

緊 急 時 の 連 絡 先 
ＴＥＬ ０７７２－４３－２０１１ 

（当方より担当者に連絡いたします） 

サービス実施地域 与謝郡与謝野町 

 

３．運営方針 

 虹ヶ丘は「ホームのようなまち、まちのようなホーム」を目標としています。 

 ホームヘルパーステーション部門では、居宅サービス計画をもとに、利用者がその人

らしい日常生活を営めるように、また生活の質が向上するようにサービスを提供したい

と考えています。 
 

４．職員体制 

 常勤 非常勤 合 計 資格 

管   理   者 １名(兼務)  １名(兼務) 
第一種衛生管理者・防火管理

者 

サービス提供責任者 １名  １名 介護福祉士・介護支援専門員 

訪 問 介 護 員 
 ２名 ２名 ヘルパー２級・介護福祉士 

上記の他、併設事業所の介護職員が兼務します。 

 

５．利用料金 

    介護保険の適用がある場合は、原則として料金表の利用料金の１割が利用者様の負担額

（一定以上の所得がある６５歳以上の利用者様は２割もしくは 3 割）となります。 

なお、介護保険適用の場合でも、保険料の滞納等により、事業者に直接介護保険給付が行わ

れない場合があります。その場合、利用者様は１か月につき料金表の利用料金全額をお支払い

ください。利用料のお支払いと引き換えに領収証を発行します。また、還付に必要なサービス

提供証明書を発行します。 
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※後掲する利用料金表の通り 
 

※お支払方法は、口座振替を原則とさせていただきます（手数料無料）。所定の口座振替依頼書

に記入の上、金融機関にて手続きをお願いします。口座振替をご希望されない方につきまして

は、銀行振込により指定の口座にお支払いください。毎月１０日頃に前月分の請求書をお渡し

しますので、受領後１０日以内にお願いいたします。 
 

※領収書の再発行はできませんので、大切に保管してください。 

 

６．サービス内容 

身体介護 ご家庭に訪問し、入浴や排泄、食事などの介助をします。 

生活援助 ご家庭に訪問し、調理、洗濯、掃除などの生活の援助を行います。 

ホームヘルパー

について 

サービス提供にあたっては、複数のホームヘルパーが交代してサービスを

提供します。利用者から特定のホームヘルパーを指名することはできません

が、ホームヘルパーについてお気づきの点やご要望がありましたら、ご遠慮

なく相談ください。 

サービス提供に

ついて 

 サービスは、居宅介護計画にもとづいて行います。実施に関する指示・

命令はすべて事業者が行います。ただし、実際の提供にあたっては、利用

者の訪問時の状況・事情・意向等について十分に配慮します。 

 サービス実施のための必要な備品等（水道・ガス・電気を含む）は無償

で使用させていただきます。（ホームヘルパーが事業所に連絡する場合の

電話を使用させていただく場合があります。） 

ホームヘルパー

の禁止行為 

サービス提供にあたって、次に該当する行為は行いません。 

① 医療行為 

② 利用者もしくはご家族等の金銭、預貯金通帳、証書、書類等の預か

り 

③ 利用者もしくはその家族等からの金銭又は物品、飲食の授受 

④ 利用者の家族等に対するサービス提供 

・ 利用者以外のものに係る洗濯・調理・買物・布団干し 

・ 利用者が使用する居室等以外の掃除 

・ 来客の応接（お茶・食事の手配等） 

⑤「日常生活」に該当しない行為 

・ 草むしり、花木の水やり、犬の散歩等ペットの世話 

⑥「日常的に行われる家事」の範囲を超える行為 

・ 家具・電気器具等の援助、修繕、模様替え 

・ 大掃除、窓ガラス拭き、床のワックスかけ 

・ 室内外、家屋の修理 

・ 植木の剪定等の園芸 

・ 正月・節句等のために特別な手間をかけて行う調理 
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７．緊急時の対応 

サービス提供中に体調の変化などがあった場合は、予めお知らせいただいた緊急連絡

先に連絡し、処置をご相談いたしますが、万一、連絡がとれない場合には訪問介護員の判

断により救急車を呼ぶ等の処置をとらせていただく場合があります。 

また、本人又は介護者の体調不良等、緊急かつ相当の理由があると判断される場合に、担

当の介護支援専門員と相談の上で、サービスの提供が柔軟に行えるよう努めます。 

緊急時の連絡先        ４３－２３８９（ホームヘルパーステーション直通） 

緊急時の対応可能時間帯    ８：３０～１７：３０ 

 

８．事故発生時の対応 

利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに利用者家族、

及び市町村、居宅介護支援事業所等に連絡を行うとともに、必要な措置を講ずるものと

する、また、事故の状況及び事故に際して採った処置を記録します。 

賠償すべき事故が発生した場合は、できる限り速やかに損害賠償を行います。 

 

９．感染症予防・災害対策 

   感染症予防、災害対策の取り組みとして、委員会の開催、勉強会の実施等行っています。発

生時は別途定めるマニュアルに従い対応します。 

 

１０．虐待防止に関する事項 

   (１)利用者の人権の擁護、虐待等の防止のため、委員会の開催、指針の整備、研修の実施等

を行います。 

   (２)サービス提供中に当該施設職員又は養護者による虐待を受けたと思われる利用者を発見

した場合は、速やかに与謝野町並びに京都府に通報いたします。 

   (３)虐待防止責任者は理事長とし、担当者は施設長とします。 

 

１１．身体拘束適正化の推進 

   利用者又は他の資料者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き身体的拘

束を行いません。 

 

１２．サービスにあたっての留意事項 

○当事業所を実習中の実習生が訪問させていただく場合があります。ご理解とご協力をいただ

きますようよろしくお願い致します。 

○職員に対する金品等の心付けはお断りしています。 

○暴力・暴言・ハラスメントは固くお断りします。職員へのハラスメント等により、サービス

の中断や契約を解除する場合があります。信頼関係を築くためにご協力をお願いします。 

 

１３．サービス内容に関する苦情 

当事業所が提供したサービス、また居宅サービス計画に基づいて提供されたサービスについ

て、苦情や相談があった場合には、速やかに対応を行います。 
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（１）当事業所の苦情相談窓口 

担 当 部 署 虹ヶ丘ホームヘルパーステーション 

担 当 者 平野 かおり 

連 絡 先 ０７７２－４３－２３８９ (午前８：３０～午後５：３０) 

（２）併設の居宅介護支援事業所 

担 当 部 署 支援センターかなで 

担  当  者 下戸和美・安見寿美子・牛田千晴・永島美里・中村さゆり 

連  絡  先 ０７７２－４３－２０１２ (午前８：３０～午後５：３０) 

 

（３）苦情解決のための第三者委員 

氏名 宮﨑 祐二 松尾 友子 

連絡先 ４２－４０８８ ４２－３０００ 

 

（４）介護保険や介護サービスについては、下記の相談窓口もあります。 

介護保険全般 

苦情について 

 与謝野町役場 福祉課 

  TEL ０７７２－４３－９０２１ 

(各市町村の介護保険担当部署でも受け付けます) 

介護サービスへの 

苦情について 

京都府高齢者支援課 

TEL ０７５－４１４－４５６７ 

 京都府丹後保健所企画調整課 

   TEL ０７７２－６２－０３６１ 

京都府国民健康保険団体連合会 

   TEL ０７５－３５４－９０１１ 

京都府社会福祉協議会福祉サービス運営適正化委員会 

   TEL ０７５－２５２－２１５２ 

 

 （５）苦情解決までの流れ 
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１４．第三者評価の実施状況 

当事業所が提供するサービスは第三者評価を実施しています。 

実 施 の 有 無 あり 

実 施 年 月 日 令和５年１月２３日 

評 価 機 関 の 名 称 公益社団法人 京都府介護支援専門員会 

評価結果の開示状況 
アドバイスレポートを、虹ヶ丘公式サイト上に掲載しています。 

http://yofuku.or.jp/nijigaoka/ 
 

１５．法人の概要 

名 称 社会福祉法人与謝郡福祉会 

代 表 者  理事長 四宮 功雄 

所 在 地  京都府与謝郡与謝野町字加悦８０２番地７ 

電 話 番 号  ０７７２－４４－００１５ 

法 人 の 

実 施 す る

他の事業 

 介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム） 

  長寿苑(伊根町)・虹ヶ丘(与謝野町)・岩滝あじさい苑(与謝野町) 

  やすら苑（与謝野町） 

 軽費老人ホームケアハウス 

  福寿荘(伊根町)・虹ヶ丘(与謝野町)・岩滝あじさい苑(与謝野町) 

 短期入所介護事業所（ショートステイ） 

  長寿苑(伊根町)・虹ヶ丘(与謝野町)・岩滝あじさい苑(与謝野町) 

 通所介護事業所（デイサービス） 

  伊根デイサービスセンター・デイサービスセンター岩滝あじさい苑 

  虹ヶ丘デイサービスセンター 

 認知症対応型通所介護事業所 

  岩滝あじさい苑ひより 

 居宅介護支援事業所 

  伊根在宅介護支援センター 

  支援センターかなで 

 小規模多機能型居宅介護事業所 

  ふれあいホーム神宮寺・おきなぎの家 



 

 - 6 - 

利用料金表                                         

令和６年６月１日現在 

＜訪問介護の基本料金表（特定事業所加算（Ⅰ）を含む＞ 

身体介護 

20 分未満 

 

20 分以上 

30 分未満 

30 分以上 

60 分未満 

60 分以上 

90 分未満 

90 分以上 

(30分増すごとに) 

１９６円 ２９３円 ４６４円 ６８０円 ９８円を追加 

生活援助 

20 分以上 

45 分未満 
45 分以上 

身体介護に引き続き生活援助を行った場合 

20 分以上 25 分を増すごとに 

２１５円 ２６４円 ７９円（２３４円を限度） 

※特定事業所加算（Ⅰ） 介護福祉士等の人材を確保し質の高いサービスを提供するための

体制を構築し、重度の利用者を受け入れている事業所として、基本単位数に２０％を加算

した料金を請求させていただきます。 

 

加  算 単  価 算定要件 

初回加算 ２００円／月 

初めてサービスを利用する場合、または過去２

ヶ月に当事業所の訪問介護の利用がなかった場

合 

緊急時訪問介護加算 １００円／回 身体介護を緊急に行った場合 

生活機能向上 

連携加算(Ⅰ) 
１００円／月 

訪問リハビリテーション事業所等の理学療法

士等からの助言を受けた上で、生活機能向上を

目的とした訪問介護計画を作成した場合 

生活機能向上 

連携加算(Ⅱ) 
２００円／月 

訪問リハビリテーション事業所等の理学療法

士等の訪問の際にサービス提供責任者が同行

し協働して評価を行い訪問介護計画を作成し

た場合 

同一建物減算 -１０％ 
事業所と同一敷地内にある建物に居住する利

用者へ訪問を行った場合 

介護職員 

処遇改善加算(Ⅰ) 
２４．５％ 介護職員の賃金の改善等を実施している場合 

 

 

＜介護予防・日常生活支援総合事業第一号訪問事業の基本料金表＞ 

 

訪問型サービス（Ⅰ） 

〈週１回程度の利用が必要な場合〉 

事業対象者 

要支援１・要支援２ 
１，１７６円／月 

訪問型サービス（Ⅱ） 

〈週２回程度の利用が必要な場合〉 

事業対象者 

要支援１・要支援２ 
２，３４９円／月 
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訪問型サービス（Ⅲ） 

〈（Ⅱ）を超える利用が必要な場合〉 

事業対象者 

要支援２のみ 
３，７２７円／月 

指定相当訪問型サービス 

１月あたりの回数を定める場合 

事業対象者 

要支援１・要支援２ 
２８７円/回※ 

生活援助が中心である場合 

20～45 分未満の場合 

事業対象者 

要支援１・要支援２ 
１７９円/回※ 

生活援助が中心である場合 

45 分以上の場合 

事業対象者 

要支援２ 
２２０円/回※ 

訪問型短時間サービス費 

２０分未満の身体介護の訪問 

事業対象者 

要支援１・要支援２ 
１６３円/回※ 

   ※につきましては月当り上限単位数は３６４５単位となります。 
 

加  算 単  価 対象者 

初回加算 ２００円／月 初めてサービス提供する場合 

生活機能向上 

連携加算 
１００円／月 

訪問リハビリテーション事業所の理学療法士

と同行した場合 

同一建物減算 -１０％ 
事業所と同一の建物に居住する利用者の訪問

を行った場合 

介護職員 

処遇改善加算(Ⅰ) 
２４．５％ 介護職員の賃金の改善等を実施している場合 

利 用 者 

負 担 額 

上記サービスの利用に関しては、介護保険からの給付サービスを利用する

場合は、原則として基本料金の１割（一定以上の所得がある６５歳以上の

利用者様は２割もしくは 3 割）です。ただし、介護保険の給付の範囲を超

えたサービス利用は全額自己負担となります。 

ホームヘルパーが２名で訪問する必要がある場合は、利用者の同意を得た上で、

２名分の料金をいただきます。 

利 用 変 更 ・ 

中止について 

利用予定日の前に、利用者の都合により、介護予防訪問介護サービス又は訪問

介護サービスの利用を中止又は変更、もしくは新たなサービスの利用を追加する

ことができます。この場合には、利用予定の２４時間前までに事業所にお申し出

てください。  

訪問介護サービス利用時、利用日の当日に利用者の都合によりキャンセル

された場合はキャンセル料を算定させていただきます。（ただし、体調不良等

やむを得ない理由がある場合にはキャンセル料は発生しません。）  

キャンセル料：１０００円 
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訪問介護サービス提供開始にあたり、利用者に対して契約書及び本書面に基づいて、重要な事項を

説明しました。 

 

事業者 

名 称   虹 ヶ 丘 ホ ー ム ヘ ル パ ー ス テ ー シ ョ ン 

 

所在地  京都府与謝郡与謝野町字岩屋小字庄内６００番地３ 

 

施設長      深 田 晃 章          ㊞ 

 

管理者      白 江 正 利         ㊞ 

 

担当者                       ㊞ 

 

 

 

 

 私は、契約書及び本書面により、事業者から訪問介護サービス利用についての重要事項の説明を

受け、了承し、交付を受けました。 

 

        年    月    日 

 

利用者               

住所 京都府与謝郡与謝野町                     

 

氏名                    ㊞  

 

代理人・立会人              

住所                               

 

氏名                    ㊞  

 
 

続柄                               

 


